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認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観
点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配置につい
て、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以
上の配置に緩和する

計画作成担当者：介護支援専門員資格あり・なし
本体事業所：あり 事業所ごとに1人以上
サテライト型事業所：なし 事業所ごとに1人以上
人員基準：ユニットごと× → 事業所ごと〇

福祉

④介護人材の確保・介護現場の革新（テクノロジー活用による業務負担軽減、文書負担軽減、ハラスメント）
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